
 

 

 

 

１ 区民の行動指針 

 

（１）地球環境 

環境行動指針 具体的な行動例 

エネルギーを効率よく使います 

 □ＬＥＤ照明、省エネルギー型家電への切替えを進める 

□家電等の省エネルギー設定を積極的に利用する 

□ＨＥＭＳ（家庭用エネルギーマネジメントシステム）を導入する 

□日射調整フィルム、高断熱サッシなどにより、開口部の遮熱性、断熱性

を高める 

脱炭素型のエネルギーの利用を進めます 

 □太陽光発電システム、太陽熱利用システム、家庭用燃料電池、蓄電シス

テムなど、二酸化炭素排出量削減につながる設備・機器を導入する 

□再生可能エネルギー由来の電力の購入を検討する 

二酸化炭素排出量を低減できる交通手段を利用します 

 □自転車、公共交通を積極的に利用する 

□走行時に二酸化炭素等の排出ガスを出さないゼロエミッション・ビー

クル（ＺＥＶ）の導入・利用に努める 

国産木材の活用を通じて森林による二酸化炭素の吸収・固定に貢献します 

 □住宅の新築・増改築時に、建材、家具、建具等への国産木材の活用を進

める 

気候変動の影響、ヒートアイランド現象を理解し、備えます 

 □こまめな水分補給、適切な冷房利用などにより、熱中症を予防する 

□打ち水、緑のカーテン、高反射率塗料などにより住まいの暑さを緩和す

る 

□蚊などの生物が媒介する感染症予防に関する知識を得る 

□水害、風害時の避難行動をあらかじめ考えておく 

 

  

区民

区民 

港区環境行動指針 



 

（２）循環型社会 

環境行動指針 具体的な行動例 

ごみになるものを減らします 

 □必要なものを必要な分だけ買う、もらう 

□食品を買いすぎない、食べ残さない 

□過剰包装は断る 

□未利用食品をフードドライブに寄付する 

□生ごみの減量に努める 

□使い捨てプラスチックの代替となるマイバッグ、マイボトルなどを

利用する 

□レンタル品、シェアリングサービスを活用する 

再利用を積極的に行います 

 □フリーマーケットやバザー、フリマアプリを利用する 

□家具のリサイクル展、リサイクルショップ等を利用する 

環境に配慮した製品を選びます 

 □使い捨て製品より、リユースやリサイクルが可能な製品を選ぶ 

□エコラベルが表示された製品を購入する 

資源とごみの分別を徹底します 

 □資源とごみをきちんと分別する 

□拠点回収、店頭回収、イベント回収を積極的に利用する 

地域の３Ｒ活動に参加します 

 □積極的に集団回収に参加する 

□港区３Ｒ推進行動会議、区民団体・ＮＰＯ等の３Ｒ活動に参加する 

 

  

区民 



 

（３）生活環境 

環境行動指針 具体的な行動例 

大気汚染の防止に努めます 

 □自転車、公共交通、カーシェアリングを積極的に利用する 

□電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池車等をはじめとする低燃費かつ

低排出ガスの車両を導入・利用する 

□自動車を運転する時は、エコドライブを実践する 

生活騒音の発生防止に努めます 

 □近隣の迷惑となるような生活騒音（音響機器や楽器、掃除機などの音、

ペットの鳴き声、足音など）を発生させないよう、機器を使う時間帯や

防音に配慮する 

地域のまちづくりに関心を持ち、参加します 

 □地域のまちづくりに関心を持ち、説明会や意見募集（パブリックコメン

ト）に積極的に参加する 

地域の環境美化に協力します 

 □自宅周辺の清掃に努める 

□地域の美化活動に参加する 

□空き缶やペットボトルなどのごみをポイ捨てしない 

みなとタバコルールを守ります 

 □たばこの吸い殻をポイ捨てしない 

□指定喫煙場所以外の屋外の公共の場所で喫煙しない 

□私有地で喫煙する場合でも、屋外の公共の場所にいる人にたばこの煙

を吸わせることがないよう配慮する 

 

  

区民 



 

（４）自然環境 

環境行動指針 具体的な行動例 

水を大切にします 

 □廃てんぷら油や油汚れなどを直接排水に流さない 

□洗剤を必要以上に使わない 

□節水器具や節水型製品を積極的に導入する 

雨水の地下浸透、有効活用を進めます 

 □雨水浸透ますを設置するなど、雨水の地下浸透に努める 

□雨水を貯め、植木の水やりなどに活用する 

水辺をきれいに保って利用します 

 □川や運河、海、砂浜を汚さないように気をつけて、散策や水遊びなどを

楽しむ 

□古川、運河、海辺の環境保全・美化活動に参加する 

身近なみどりを育み、楽しみます 

 □庭やベランダで緑や花を育てて四季の変化を楽しむ 

□大木や樹林を大切にする 

□道路、公園などの花植えに参加する 

生物多様性の現状と大切さを学び、伝えます 

 □観察会や自然体験のイベント、動物園、植物園などに出かけ、身近な自

然や生物多様性について学ぶ 

□「生物多様性みなとネットワーク」や「生物多様性みなとフォーラム」

などの活動に参加する 

生物多様性に配慮した商品や食材を選びます 

 □生物多様性に配慮してつくられたエコラベル商品を購入する 

□環境や生物多様性への負荷の小さい旬の食材や産地が近い食材を選ぶ 

生きもののすみかをつくり、守ります 

 □生きもののすみかとなる花や緑を育てる 

□家庭菜園やガーデニングで化学農薬の使用を控える 

□ペットは最後まで飼う 

□捕まえた生きものを移動させない 

□他の地域の生きものを持ち帰らない 

 

  

区民 



 

（５）環境保全活動 

環境行動指針 具体的な行動例 

環境問題に関心を持ち、学びます 

 □エコプラザ、みなと科学館、みなと区民の森などで行われる環境学習に

参加する 

□エコライフ・フェアＭＩＮＡＴＯやｍｅｃｃが主催するイベントなど

に参加し、環境について学ぶ 

環境保全活動に取り組みます 

 □区の環境保全事業、地域や事業者の環境保全活動に参加する 

□自ら環境保全活動を立ち上げ、運営する 

 

 

  

区民 



２ 事業者の行動指針 

 

（１）地球環境 

環境行動指針 具体的な行動例 

省エネルギーにつながる働き方を実践します 

 □クールビズ、ウォームビズを推進する 

□テレワーク、オフピーク出勤の導入、ノー残業デーの徹底などに努める

エネルギーを効率よく使います 

 □ＬＥＤ照明、省電力型のＯＡ機器、高効率空調機器等、エネルギー効率

の高い機器への切替えを進める 

□省エネルギー設定の利用、空調システムの適正管理など、設備・機器の

運用改善を継続的に行う 

□ＢＥＭＳ（ビルエネルギーマネジメントシステム）を導入する 

□日射調整フィルム、高断熱サッシなどにより、開口部の遮熱性、断熱性

を高める 

□建物の新築・増改築時にＺＥＢ化を進める 

脱炭素型のエネルギーの利用を進めます 

 □太陽光発電システム、太陽熱利用システム、燃料電池、蓄電システムな

ど、二酸化炭素排出量削減につながる設備・機器を導入する 

□再生可能エネルギー由来の電力の購入を検討する 

二酸化炭素排出量の少ない交通手段を利用します 

 □自転車、公共交通を積極的に利用する 

□走行時に二酸化炭素等の排出ガスを出さないゼロエミッション・ビー

クル（ＺＥＶ）の導入・利用に努める 

国産木材の活用を通じて森林による二酸化炭素の吸収・固定に貢献します 

 □建材、什器、建具等への国産木材の活用を進める 

□森林の二酸化炭素吸収によるカーボン・オフセットの活用を進める 

気候変動の影響、ヒートアイランド現象を理解し、備えます 

 □従業員等の熱中症予防対策を実施する 

□打ち水、緑のカーテン、高反射率塗料などにより事業所の暑さを緩和す

る 

□水害、風害時の避難、事業活動をあらかじめ考えておく 

  

事業者 

事業者 



 

（２）循環型社会 

環境行動指針 具体的な行動例 

ごみになるものを減らします 

 □食品廃棄物の削減に努める 

□生産・流通・販売時のプラスチックの使用抑制、過剰な包装の抑制等に

努める 

□環境負荷の少ない素材への切替え、分別･資源化しやすい製品開発に取

り組む 

環境に配慮した製品を積極的に使用します 

 □グリーン調達基準に適合した製品、エコラベル製品などを利用する 

資源とごみの分別を徹底します 

 □資源とごみを分別し、適正排出に努める 

□再利用できる品目（ミックスペーパー、生ごみなど）の再資源化に努める

ごみを適正に処理します 

 【少量排出事業者】 

□自己処理責任に基づき、一般廃棄物収集運搬業者の利用に努める 

【多量排出事業者】 

□法令を遵守し、ごみの適正処理を確実に実施する 

【一般廃棄物収集運搬業者】 

□法令を遵守し、ごみを適正に収集、運搬、処理する 

□区と連携して、排出事業者へ適正排出を要請する 

地域の３Ｒ活動に参加します 

 □「港区食べきり協力店登録制度」、「みなとエコショップ」など区の事業

を利用し、自主的取組を進める 

□港区３Ｒ推進行動会議、区民団体・ＮＰＯ等の３Ｒ活動に参加する 

 

  

事業者 



 

（３）生活環境 

環境行動指針 具体的な行動例 

大気汚染の防止に努めます 

 □自転車、公共交通、カーシェアリングを積極的に利用する 

□電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池自動車等をはじめとする低燃費

かつ低排出ガスの車両の導入・利用に努める 

□自動車を運転する時は、エコドライブを実践する 

□ばい煙、粉じんの削減に努める 

騒音、振動、悪臭などの発生を防止します 

 □近隣の迷惑となるような営業騒音、臭気を発生させないよう配慮する 

□建設作業、工場・事業場からの騒音、振動の発生抑制に努める 

□排水槽（ビルピット）を適正に管理する 

□広告物照明などの光が周囲に与える影響に配慮する 

アスベスト対策、化学物質の適正管理を徹底します 

 □建築物の解体、改修工事時にアスベストの飛散防止対策を行う 

□各種法令に基づき、有害化学物質の適正管理、フロン使用機器廃棄時の

適正処理、土壌汚染対策に取り組む 

開発事業等に際して周辺環境への影響に配慮します 

 □大規模なビル、高層マンションなどの建設に際し、大気、水、地形・地

盤、音、振動、日照、風、景観などへの影響に配慮する 

□開発事業を行う際には、あらかじめ近隣関係住民の理解を十分に得る

ように努める 

地域の環境美化に協力します 

 □事業所周辺の清掃に努める 

□地域の美化活動に参加する 

□飲料等の自動販売機を設置する場合は、空き缶等の回収容器を設置し、

適正に管理する 

みなとタバコルールを守ります 

 □みなとタバコルール宣言登録を行い、従業員や関係者に、みなとタバコ

ルールを周知する 

□事業者が所有する敷地内での喫煙によって、屋外の公共の場所にいる

人がたばこの煙を吸わされることがないよう、敷地内の灰皿の移動又

は撤去、喫煙場所の確保などの環境の整備を行う 

  

事業者 



 

（４）自然環境 

環境行動指針 具体的な行動例 

適切な排水処理により水質汚濁を防止します 

 □適切な作業工程、排水処理設備の設置及び適切な維持管理により、有害

物質の流出防止、排水の水質改善を図る 

水辺の保全・活用に協力します 

 □古川、運河、海辺の環境保全・美化活動、にぎわい創出活動に参加、協

力する 

□古川沿い、運河沿いの開発事業等において、親水空間を確保する 

雨水の地下浸透、有効活用を進めます 

 □雨水浸透ますや雨水浸透管を設置し、雨水の地下浸透に努める 

□散水やトイレ洗浄水に雨水を活用する 

□地下揚水を抑える 

みどりを保全・創出します 

 □敷地内の庭・屋上・壁面を緑化する 

□既存樹木を保全する 

□道路、公園などの花植えに参加する 

生物多様性に配慮した事業活動を実践します 

 □「事業者向け生物多様性行動メニュー」（本編 p.75）を実践する 

□生物多様性に配慮したエコラベル商品を取り扱う 

□「生物多様性みなとネットワーク」に参加する 

生きもののすみかをつくり、守ります 

 □敷地内に生きもののすみかとなる緑や池をつくる 

□敷地内の緑地で化学農薬の使用を控える 

□在来植物を選んで植える 

 

  

事業者 



 

（５）環境保全活動 

環境行動指針 具体的な行動例 

環境意識、環境保全に関する知識や技能の向上に努めます 

 □従業員に向け、環境保全に関する研修を実施する 

□業界団体等が開催する環境保全に関する研修、視察等に積極的に参加

する 

環境に配慮した経営に取り組みます 

 □環境に関する法令を遵守する 

□事業活動に伴う環境負荷や環境配慮の取組等の環境情報を利害関係者

（地域住民、顧客、株主、金融機関等）に開示する 

□ＩＳＯ14001（環境マネジメントシステム）や、環境経営に関する認証

（エコアクション 21、エコステージ、グリーン経営認証等）を取得し

運用する 

□区の環境保全事業、地域の環境保全活動に参加、協力する 

 

  

事業者 



３ 区の行動指針 

 

（１）地球環境 

環境行動指針 具体的な行動例 

二酸化炭素排出量・エネルギー消費量の削減のために日常的に取り組みます 

日常の取組 □電気・ガス等のエネルギー消費量を削減する 

・照明の昼休み消灯 

・空室の照明消灯及び必要な部分のみの照明点灯の徹底 

・クールビズ、ウォームビズの実践 

・フリーアドレスを活用した部分消灯の実施 

・空室、不在時のこまめな空調機器の停止や余熱利用の推進 

・ブラインド・カーテンのこまめな開閉による空調機器の負荷抑制 

・パソコンの省エネモード設定、離席、非使用時のログオフ、シャットダウンの徹底

・パソコン、プリンター、コピー機等の非使用時及び最終退庁時の主電源オフ

・エレベーターの電力使用抑制のための階段利用（２up３down)の実践 

・非使用時の電気ポット等のコンセントオフ、電気を使用しない保温型ポット

への切替え 

・待機電力の削減（コンセントオフの徹底や卓上タップの利用） 

・ノー残業デーの徹底、定時退庁の推進 

・年４回以上のエンジョイマイライフ週間の実践 

・会議等は、照明の抑制を図るため、可能な限り日中に開催 

・湯沸かし器、ボイラー、ガスコンロ等の適正使用による燃料使用量の削減 

施設の管理に

関する取組 

□電気・ガス等のエネルギー消費量を削減する 

・設備機器類の清掃・保守・点検による運転効率の最適化 

・照明機器類の使用数削減（事務室内の 450 ルクスを目安とする間引き、必要

に応じたブラインド・カーテンの開閉による採光） 

・照明点灯時間の削減（季節に応じた、外灯、施設内諸室等の点灯時間の設定）

・夏季、冬季の空調使用時間の短縮（定時退庁後及び休日の原則停止、外気温

を考慮したこまめな停止） 

・春季、秋季の空調使用停止（窓開けによる外気導入） 

・夏季室温 28 度、冬季室温 20 度を目安とした空調の温度設定の遵守 

・夜間ブラインド・カーテンを閉めることによる室内冷気・暖気の保持 

・冬季における二面式扉の片側閉鎖による暖気保持 

・空調機器類のフィルター清掃の徹底 

・緑のカーテン、日射調整フィルム等の利用による空調機器の負荷抑制 

・デマンド監視装置を活用した、ピークカット対策及び使用量抑制 

・熱源機器の低負荷運転 

・エレベーターの減速運転 

□港区区有施設環境配慮ガイドラインを活用する 

・港区区有施設環境配慮ガイドラインに基づいた施設の設計 

・エネルギー管理標準（簡易版含む。）や港区区有施設環境配慮ガイドライン

に基づいた施設の管理の実践 

□施設・設備の改修・更新時に省エネルギー型機器等を導入する 

□二酸化炭素排出量の少ない電気事業者との契約を推進する 

区 

区 
取組１－⑤区有施設におけるゼロエミッション化の推進の詳細



環境行動指針 具体的な行動例 

環境負荷低減のための取組を進めます 

日常の取組 □水使用量を削減する 

□用紙使用量を削減する 

□廃棄物の抑制とリサイクルの推進に取り組む 

□庁有車のエネルギー消費量を削減する 

施設の管理に

関する取組 

□施設内の温度上昇抑制のため屋上・壁面緑化を推進する 

□環境負荷の少ない工事（再生材の利用拡大と、建設廃棄物の再利用）を

実施する 

□庁有車の環境配慮を推進する 

・電気自動車、低燃費車、燃料電池自動車の導入 

・適正な車両整備（タイヤ空気圧の適正化等） 

□「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に基づき、環境負荷の低

い物品を購入する 

 

 

（２）循環型社会 

環境行動指針 具体的な行動例 

ごみになるものを減らします 

 □会議資料の電子化、資料ページ数の削減などにより、紙使用量を減らす

□備品、事務用品の再利用、長期利用に努める 

□イベント開催に当たり、使い捨て製品の使用抑制、リユース食器の利用

に取り組む 

使い捨てプラスチックの排出ゼロをめざします 

 □会議やイベントでのペットボトル、プラスチック製のストローやカッ

プなどの使用を取りやめる 

□イベントにおけるプラスチック製啓発品の配布を取りやめる、包装を

省略する 

□イベントで使用する食器をリユース食器や紙製品などの代替製品に切

り替える 

□ペットボトル飲料自動販売機を、缶飲料、カートカン飲料又はカップ式

の自動販売機に切り替える 

□庁舎内のコンビニ、売店等でのレジ袋配布を取りやめる 

再利用を積極的に行います 

 □区が実施する工事において、再生材の利用拡大、建設廃棄物の再利用を

促進する 

区 



環境行動指針 具体的な行動例 

環境に配慮した製品を積極的に使用します 

 □グリーン調達基準に適合した製品、エコラベル製品などを利用する 

資源とごみの分別を徹底します 

 □庁舎内やイベント会場において、資源とごみの分別を徹底する 

□再生利用できる品目は、可能な限り資源化を図る 

□生ごみの再生利用（堆肥化、飼料化）に努める 

 

 

（３）生活環境 

環境行動指針 具体的な行動例 

大気汚染の防止に努めます 

 □公用車の利用をできるだけ控え、自転車、公共交通を利用する 

□電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池自動車等をはじめとする低燃費

かつ低排出ガスの車両の導入・利用に努める 

□公用車を利用する時は、エコドライブを実践する 

□法律、条例その他地域との協定、自ら定めた計画に基づいて、排ガスの

状況を監視・測定する 

騒音、振動、悪臭などの発生を防止します 

 □工事に伴う騒音、振動の発生抑制を徹底する 

□排水槽（ビルピット）を適正に管理する 

アスベスト対策、化学物質の適正管理を徹底します 

 □区有施設の解体、改修工事時にアスベストの飛散防止対策を行う 

□各種法令に基づき、有害化学物質の適正管理、フロン使用機器廃棄時の

適正処理、土壌汚染対策に取り組む 

区有施設整備に際して周辺環境への影響に配慮します 

 □区有施設の整備に際し、大気、水、地形・地盤、音、振動、日照、風、

景観などへの影響に配慮する 

□区有施設を整備する際は、あらかじめ近隣関係住民の理解を十分に得

るように努める 

地域の環境美化に協力します 

 □区民、事業者と協働して、地域の環境美化活動に取り組む 

□職員の環境美化意識を高める啓発活動に取り組む 

みなとタバコルールを守ります 

 □職員に対し、みなとタバコルールを徹底する 

 

区 



（４）自然環境 

環境行動指針 具体的な行動例 

適切な排水処理により水質汚濁を防止します 

 □区有施設で適切な排水処理を行う 

□法律、条例その他地域との協定、自ら定めた計画に基づいて排水の状況

を監視・測定する 

雨水の地下浸透、有効活用を進めます 

 □区有施設で雨水の地下浸透を進める 

□散水やトイレ洗浄水などに雨水を活用する 

みどりを保全・創出します 

 □区有施設の地上部・屋上・壁面の緑化を進める 

□敷地内の樹木・樹林を保全する 

生きもののすみかをつくり、守ります 

 □区有施設に生きものが暮らしやすい緑地や水辺を整備する 

□化学農薬を使用せずに植栽の維持管理を行う 

□危険な外来種を防除する 

□公園等の管理者に外来種の正しい知識を普及・啓発する 

 

 

（５）環境保全活動 

環境行動指針 具体的な行動例 

職員の環境意識の向上に努めます 

 □職員、指定管理者等に環境保全に関する研修を実施する 

□環境保全に関する国、東京都、他自治体、事業者等の情報を職員に提供

する 

環境に配慮した区政運営に取り組みます 

 □環境に関する法令を遵守する 

□区の環境情報を分かりやすく公表する 

□地域や事業者の自主的な環境保全活動に積極的に参加する 

 

 

区 

区 


